
 被相続人から生前贈与を受けていた場合、

相続財産の分割だけでは課税の公平が保て

ないため、一定の配慮が行われます。 

相続人の特別受益を相続財産に持ち戻す 

 相続人に遺贈または婚姻、養子縁組、生

計の資本としての贈与がされた場合、これ

らは特別受益とされます。特別受益の額は

相続時の価額で相続財産の価額に加算（持

戻しといいます）し、民法に規定する相続

分で按分した額から遺贈または贈与の額を

控除した額が各相続人の相続分となります。 

被相続人が持戻しの免除を意思表示した

ときは、その意思に従います。婚姻期間 20

年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈また

は贈与、配偶者居住権の遺贈も持戻し免除

の意思を表示したものと推定されます。 

持戻しの対象となる贈与の範囲 

 子の結婚に際し、新生活を援助するため

のまとまった金銭の贈与は特別受益に該当

すると考えられます。生計の資本としての

贈与は生活の基盤となる財産を指し、夫婦

間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範

囲を超えるものは特別受益に該当します。

子の学費は扶養義務の範囲であれば該当し

ませんが、住宅資金の贈与は非課税となる

ものであっても特別受益となります。 

生命保険金の持戻しの扱い 

 相続で受け取る生命保険金は、相続人固

有の財産とされ、原則、持戻しの対象とな

りません。ただし、生命保険契約が保険金

を受け取った相続人に対する被相続人から

の贈与と同視され、相続人間の公平さを著

しく欠くとされた場合は、特別受益となる

ことが裁判で示されています。 

未分割のときは持ち戻して相続税額を計算 

 相続人に特別受益があったとき、これを

持戻して相続税額を計算するのは、遺産分

割協議が調わず、未分割となる場合です。

遺産分割協議が調う場合は相続人間で任意

に分割できます。 

生前贈与加算と異なる加算期間 

 被相続人から生前贈与があった場合、相

続開始前７年以内に贈与された財産の価額

を相続財産の価額に加算して相続税額を計

算します（生前贈与加算）。加算対象期間は

令和５年度税制改正により、相続開始前７

年以内となりました。令和６年１月１日以

後の暦年課税贈与により取得した財産につ

いて適用されます。 

 一方、特別受益については受益の時期に

かかわらず、全ての期間に行われた贈与が

持戻しの対象となります。 
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遺産分割で考慮すべき特別受益 

扶養義務の範囲内の

贈与では持戻しを行

いません。 



 

相続税法 第 55 条  未分割遺産に対する課税 

 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続

税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相

続税について更正若しくは決定をする場合において、当該

相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が

共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていな

いときは、その分割されていない財産については、各共同

相続人又は包括受遺者が民法（第 904 条の 2（寄与分）を

除く。）の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて

当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算する

ものとする。ただし、その後において当該財産の分割があ

り、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得

した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割

合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場

合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価

格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若

しくは第 32 条第 1 項に規定する更正の請求をし、又は税

務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。 

相続税法基本通達  

55-1  「民法の規定による相続分」の意義 

 法第 55 条本文に規定する「民法（第 904 条の 2 を除

く。）の規定による相続分」とは、民法第 900 条から第 902

条まで及び第 903 条に規定する相続分をいうのであるか

ら留意する。 

民法 

第 900 条（法定相続分） 

第 901 条（代襲相続人の相続分） 

第 902 条（遺言による相続分の指定） 

第 903 条（特別受益者の相続分） 

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻

若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与

を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時におい

て有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相

続財産とみなし、第 900 条から第 902 条までの規定によ

り算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控

除した残額をもってその者の相続分とする。 

２ 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又は

これを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を

受けることができない。 

３ 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示した

ときは、その意思に従う。 

４ 婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方である被相続人が、

他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地

について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、そ

の遺贈又は贈与について第 1 項の規定を適用しない旨の

意思を表示したものと推定する。 

第 1028 条（配偶者居住権） 

３ 第 903 条第 4 項の規定は、配偶者居住権の遺贈につ

いて準用する。 
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死亡保険金は持戻しの対象とすべきでないとした判示 

 死亡保険金は、民法９０３条第１項（特別受益）に規定

する遺贈又は贈与に係る財産には該当しないと解するの

が相当である。 
 もっとも、保険金受取人である相続人と他の共同相続人

との間に生じる不公平が民法９０３条の趣旨に照らし到

底是認することができないほどに著しいものであると評

価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に

より~特別受益に準じて持戻しの対象と解するのが相当

である。 

国税庁 タックスアンサー 

No.4161 贈与財産の加算と税額控除（暦年課税） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozok

u/4161.htm  
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